
 

西蒲区役所新庁舎整備事業基本設計業務委託 
受注候補者選定委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、西蒲区役所新庁舎整備事業基本設計業務委託について、公募型プロ

ポーザル方式による受注候補者の選定を厳正かつ公正に行うため、西蒲区役所新庁舎整

備事業基本設計業務委託受注候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）に関して

必要な事項を定めるものである。 

 

（業務） 

第２条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項について、審査及び評価を付与し、当該業

務にふさわしい受注候補者を特定する。 

(1) 選定の評価項目及び評価基準の決定 

(2) 技術提案書の評価 

(3) その他必要と認めるもの 

 

（委員） 

第３条 選定委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

 

（委員長） 

第４条 選定委員会は委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。 

２ 委員長は選定委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 選定委員会は委員長が召集する。 

２ 選定委員会は委員の過半数の出席によって成立する。 

 

（意見の聴取） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させ、その意

見を求めることができる。 

 

（事務局） 

第７条 選定委員会の庶務を行わせるため、事務局を西蒲区地域総務課に置く。 

 

（守秘義務） 

第８条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、選定委員会の運営に関して必要な事項は、別に定

める。 

資 料 ７ 


